
JP 2009-84735 A 2009.4.23

10

(57)【要約】
【課題】上半身用使い捨て水着と下半身用使い捨て水着
とを効率的に連続製造する。
【解決手段】製造ラインに沿って、少なくとも２枚のシ
ート２０Ａ、２０Ｂの間に弾性伸縮部材が介在された外
装シート２０に適宜の間隔で、一方側がハーフトップ型
上半身用使い捨て水着の袖ぐり２９となり、他方側がパ
ンツ型下半身用使い捨て水着のレッグ開口２９となる開
口部４０を形成する第２工程と、前記各開口部４０の中
間となる外装シート２０部分に対して、襟ぐり３０とな
る開口又は切込みを形成する襟ぐり形成と、吸収性本体
１０の配置とを交互に行う第３工程と、前記外装シート
２０の幅方向中央でライン方向に沿って２つ折りにする
とともに、前記各開口部４０のライン方向中央位置で外
装シート２０の折り畳み部分をライン幅方向に所定幅で
接合する第４工程と、前記接合部４１の中央で外装シー
ト２０をライン幅方向に切断する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トップシートとバックシートとの間に吸収体が介在された吸収性本体の外面側に、少な
くとも２枚のシート間にウエスト部及び胴回り部に沿って弾性伸縮部材が配置されて形成
された外装シートが一体的に設けられ、前記外装シートの前身頃と後身頃とが折り重ねら
れ、両側部の接合縁部において接合されることにより、ウエスト開口部と左右一対のレッ
グ開口部とが形成されたパンツ型下半身用部分と、
　少なくとも２枚のシート間に胸部回りに沿って弾性伸縮部材が配置されて形成された外
装シートの前身頃と後身頃とが重ねられ、両側部の接合縁部において接合され、前記外装
シートの前身頃と後身頃の間に襟ぐり及び左右一対の袖ぐりが形成された上半身用部分と
からなり、前記上半身用部分の少なくとも前身頃中央部の全光線透過率が４５％以下であ
ることを特徴とする使い捨て水着。
【請求項２】
　トップシートとバックシートとの間に吸収体が介在された吸収性本体の前後端部の外面
側に、少なくとも２枚のシート間にウエスト部及び胴回り部に沿って弾性伸縮部材が配置
されて形成された前身頃用外装シート及び後身頃用外装シートが一体的に設けられ、前記
前身頃用外装シートと後身頃用外装シートとが重ねられ、両側部の接合縁部において接合
されることにより、ウエスト開口部と左右一対のレッグ開口部とが形成されたパンツ型下
半身用部分と、
　少なくとも２枚のシート間に胸部回りに沿って弾性伸縮部材が配置されて形成された前
身頃用外装シート及び後身頃用外装シートが重ね合わせられ、両側部の接合縁部において
接合された上半身用部分とからなり、前記上半身用部分の少なくとも前身頃中央部の全光
線透過率が４５％以下であることを特徴とする使い捨て水着。
【請求項３】
　請求項１または２記載の前記上半身用部分と、請求項１または２記載の前記パンツ型下
半身用部分とが交互に配列されて複数組封入されたことを特徴とする使い捨て水着の包装
体。
【請求項４】
　ハーフトップ型上半身用使い捨て水着と、パンツ型下半身用使い捨て水着とを交互かつ
連続的に製造する使い捨て水着の製造方法であって、
　製造ラインに沿って、少なくとも２枚のシート間の一方側長手側縁から内側に所定の範
囲に亘ってライン方向に沿って弾性伸縮部材を配設されるとともに、他方側側縁から内側
に所定の範囲に亘ってライン方向に沿って弾性伸縮部材が配設された外装シートを走行さ
せる第１工程と、
　前記外装シートの幅方向中間にライン方向に沿って適宜の間隔で、一方側がハーフトッ
プ型上半身用使い捨て水着の袖ぐりとなり、他方側がパンツ型下半身用使い捨て水着のレ
ッグ開口となる開口部を形成する第２工程と、
　前記各開口部の中間となる外装シート部分に対して、襟ぐりとなる開口又は切込みを形
成する襟ぐり形成と、トップシートとバックシートとこれらの間に介在された吸収体とか
らなる吸収性本体の配置とを交互に行う第３工程と、
　前記外装シートの幅方向中央でライン方向に沿って２つ折りにするとともに、前記各開
口部のライン方向中央位置で外装シートの折り畳み部分をライン幅方向に所定幅で接合す
る第４工程と、
　前記接合部の中央で外装シートをライン幅方向に切断し、ハーフトップ型上半身用使い
捨て水着と、パンツ型下半身用使い捨て水着とを交互に得ることを特徴とする使い捨て水
着の製造方法。
【請求項５】
　チューブトップ型上半身用使い捨て水着と、パンツ型下半身用使い捨て水着とを交互か
つ連続的に製造する使い捨て水着の製造方法であって、
　製造ラインに沿って、少なくとも２枚のシート間にライン方向に沿って弾性伸縮部材が
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介在された後身頃用外装シートと、少なくとも２枚のシート間にライン方向に沿って弾性
伸縮部材が介在された前身頃用外装シートとを所定の離間を空けて併走させる第１工程と
、
　製品幅を１間隔とし１間隔飛ばしで、トップシートとバックシートとこれらの間に介在
された吸収体とからなる吸収性本体を前記後身頃用外装シートと前身頃用外装シートとの
間に横架させるように配置する第２工程と、
　前記後身頃用外装シートと前身頃用外装シートとを重ね合わせるように中央でライン方
向に沿って２つ折りにするとともに、前記後身頃用外装シートと前身頃用外装シートとを
製品境界を跨いでライン幅方向に所定幅で接合する第３工程と、
　前記接合部の中央で前記後身頃用外装シートと前身頃用外装シートとをライン幅方向に
切断し、チューブトップ型上半身用使い捨て水着と、パンツ型下半身用使い捨て水着とを
交互に得ることを特徴とする使い捨て水着の製造方法。
【請求項６】
　前記ハーフトップ型上半身用使い捨て水着又はチューブトップ型上半身用使い捨て水着
の前身頃用外装シートに印刷を施した隠蔽用シートを配設する工程を含む請求項４，５い
ずれかに記載の使い捨て水着の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上半身用使い捨て水着と下半身用使い捨て水着からなる使い捨て水着及びそ
の包装体、並びにこれらの使い捨て水着を効率的に連続製造するための製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、下記特許文献１、２に示されるように、乳幼児のプールや海水浴場での使用を前
提とした使い捨て水着が提案されている。これらの使い捨て水着は、尿や便等の排泄物が
水中に拡散するのを防止する点で通常の水着とは異なるものである。
【０００３】
　このような使い捨て水着は、使用面側の液透過性トップシートと、背面側の液不透過性
バックシートと、これらの間に介在され、トップシートを透過した排泄物を受け入れ保持
する吸収体を基本要素としている。
【０００４】
　これらの基本要素に対し、バックシートの裏面側に例えば不織布などからなる外装シー
トを設け、バックシートとしてプラスチックシートを使用した場合における肌触りを改善
する形態、製品の両側に所謂バリヤーカフスを形成する形態、更にはウエスト回りや腰回
りのフィット性を改良するために弾性伸縮性を付与する形態などが適宜付加される。
【０００５】
　吸収体として、パルプ短繊維の積層体が一般的に使用されているが、使い捨て水着は、
水中で使用するため、内部に浸入した水が吸収体により吸収されるため、紙おむつとは異
なり、吸収体中に高吸収性ポリマーを含有させないか、含有させるとしても少量が望まし
い。近年は、吸収体のヨレや割れを防止するために、下記特許文献３に示されるように、
前記吸収体をフィラメント集合体とする提案もなされている。
【特許文献１】特開２００５－２９６３７２号公報
【特許文献２】特開２００５－５３７号公報
【特許文献３】特開２００７－１７５２４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来より提案されている使い捨て水着は、下半身用のパンツ型使い捨て水着のみが提案
されているが、女の子用として、前記下半身用のパンツ型使い捨て水着の他に、女の子ら
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しさを強調するため胸を隠す上半身用使い捨て水着を要望する声も大きい。
【０００７】
　そこで本発明の主たる課題は、上半身用使い捨て水着と下半身用使い捨て水着とからな
る使い捨て水着及びその包装体、並びにその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、トップシートとバックシート
との間に吸収体が介在された吸収性本体の外面側に、少なくとも２枚のシート間にウエス
ト部及び胴回り部に沿って弾性伸縮部材が配置されて形成された外装シートが一体的に設
けられ、前記外装シートの前身頃と後身頃とが折り重ねられ、両側部の接合縁部において
接合されることにより、ウエスト開口部と左右一対のレッグ開口部とが形成されたパンツ
型下半身用部分と、
　少なくとも２枚のシート間に胸部回りに沿って弾性伸縮部材が配置されて形成された外
装シートの前身頃と後身頃とが重ねられ、両側部の接合縁部において接合され、前記外装
シートの前身頃と後身頃の間に襟ぐり及び左右一対の袖ぐりが形成された上半身用部分と
からなり、前記上半身用部分の少なくとも前身頃中央部の全光線透過率が４５％以下であ
ることを特徴とする使い捨て水着が提供される。
【０００９】
　請求項２に係る本発明として、トップシートとバックシートとの間に吸収体が介在され
た吸収性本体の前後端部の外面側に、少なくとも２枚のシート間にウエスト部及び胴回り
部に沿って弾性伸縮部材が配置されて形成された前身頃用外装シート及び後身頃用外装シ
ートが一体的に設けられ、前記前身頃用外装シートと後身頃用外装シートとが重ねられ、
両側部の接合縁部において接合されることにより、ウエスト開口部と左右一対のレッグ開
口部とが形成されたパンツ型下半身用部分と、
　少なくとも２枚のシート間に胸部回りに沿って弾性伸縮部材が配置されて形成された前
身頃用外装シート及び後身頃用外装シートが重ね合わせられ、両側部の接合縁部において
接合された上半身用部分とからなり、前記上半身用部分の少なくとも前身頃中央部の全光
線透過率が４５％以下であることを特徴とする使い捨て水着が提供される。
【００１０】
　請求項３に係る本発明として、請求項１または２記載の前記上半身用部分と、請求項１
または２記載の前記パンツ型下半身用部分とが交互に配列されて複数組封入されたことを
特徴とする使い捨て水着の包装体が提供される。
【００１１】
　請求項４に係る本発明として、ハーフトップ型上半身用使い捨て水着と、パンツ型下半
身用使い捨て水着とを交互かつ連続的に製造する使い捨て水着の製造方法であって、
　ハーフトップ型上半身用使い捨て水着と、パンツ型下半身用使い捨て水着とを交互かつ
連続的に製造する使い捨て水着の製造方法であって、
　製造ラインに沿って、少なくとも２枚のシート間の一方側長手側縁から内側に所定の範
囲に亘ってライン方向に沿って弾性伸縮部材を配設されるとともに、他方側側縁から内側
に所定の範囲に亘ってライン方向に沿って弾性伸縮部材が配設された外装シートを走行さ
せる第１工程と、
　前記外装シートの幅方向中間にライン方向に沿って適宜の間隔で、一方側がハーフトッ
プ型上半身用使い捨て水着の袖ぐりとなり、他方側がパンツ型下半身用使い捨て水着のレ
ッグ開口となる開口部を形成する第２工程と、
　前記各開口部の中間となる外装シート部分に対して、襟ぐりとなる開口又は切込みを形
成する襟ぐり形成と、トップシートとバックシートとこれらの間に介在された吸収体とか
らなる吸収性本体の配置とを交互に行う第３工程と、
　前記外装シートの幅方向中央でライン方向に沿って２つ折りにするとともに、前記各開
口部のライン方向中央位置で外装シートの折り畳み部分をライン幅方向に所定幅で接合す
る第４工程と、
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　前記接合部の中央で外装シートをライン幅方向に切断し、ハーフトップ型上半身用使い
捨て水着と、パンツ型下半身用使い捨て水着とを交互に得ることを特徴とする使い捨て水
着の製造方法が提供される。
【００１２】
　請求項５に係る本発明として、チューブトップ型上半身用使い捨て水着と、パンツ型下
半身用使い捨て水着とを交互かつ連続的に製造する使い捨て水着の製造方法であって、
　製造ラインに沿って、少なくとも２枚のシート間にライン方向に沿って弾性伸縮部材が
介在された後身頃用外装シートと、少なくとも２枚のシート間にライン方向に沿って弾性
伸縮部材が介在された前身頃用外装シートとを所定の離間を空けて併走させる第１工程と
、
　製品幅を１間隔とし１間隔飛ばしで、トップシートとバックシートとこれらの間に介在
された吸収体とからなる吸収性本体を前記後身頃用外装シートと前身頃用外装シートとの
間に横架させるように配置する第２工程と、
　前記後身頃用外装シートと前身頃用外装シートとを重ね合わせるように中央でライン方
向に沿って２つ折りにするとともに、前記後身頃用外装シートと前身頃用外装シートとを
製品境界を跨いでライン幅方向に所定幅で接合する第３工程と、
　前記接合部の中央で前記後身頃用外装シートと前身頃用外装シートとをライン幅方向に
切断し、チューブトップ型上半身用使い捨て水着と、パンツ型下半身用使い捨て水着とを
交互に得ることを特徴とする使い捨て水着の製造方法が提供される。
【００１３】
　請求項６に係る本発明として、前記ハーフトップ型上半身用使い捨て水着又はチューブ
トップ型上半身用使い捨て水着の前身頃用外装シートに印刷を施した隠蔽用シートを配設
する工程を含む請求項４，５いずれかに記載の使い捨て水着の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　以上詳説のとおり本発明によれば、上半身用使い捨て水着と下半身用使い捨て水着とを
効率的に連続製造することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００１６】
〔第１形態例〕
　図１～図５は本発明の第１形態例に係る製造方法によって得られる使い捨て水着１を示
したもので、図１は下半身用使い捨て水着１Ａの展開図、図２はその製品状態を示す正面
図、図３は吸収性本体１０の断面図、図４は上半身用使い捨て水着１Ｂの展開図、図５は
、その製品状態を示す正面図である。
【００１７】
《下半身用使い捨て水着１Ａ》
　下半身用使い捨て水着１Ａは、図１に示されるように、透液性のトップシート１１と、
不透液性の防漏シート（バックシート）１９との間に吸収体１２が介在されるとともに、
最外層に不織布からなる裏面シート１４が配設された吸収性本体１０と、２枚の不織布（
上層不織布２０Ａ、下層不織布２０Ｂ）の間に、後身頃Ｂ側においては、ウエスト部とな
る区間Ｓ１に沿って多数の弾性伸縮部材２２、２２…が配置されるとともに、胴回り部と
なる区間Ｓ２に沿って多数の弾性伸縮部材２３、２３…が配置されてシャーリング部が形
成され、前身頃Ｆ側においては、ウエスト部となる区間Ｓ１に沿って多数の弾性伸縮部材
３２、３２…が配置されるとともに、胴回り部となる区間Ｓ２に沿って多数の弾性伸縮部
材３３、３３…が配置され、前記吸収性本体１０の外面側に一体的に設けられた外装シー
ト２０とから構成されている。なお、下半身用使い捨て水着１Ａにおける胴回り部となる
区間Ｓ２は、着用者の下腹部に当接する部位を指す。
【００１８】
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　製品状態では、図２に示されるように、前記外装シート２０の前身頃Ｆと後身頃Ｂとが
折り重ねられ、両側部の接合縁部２４、２４において接合されることにより、ウエスト開
口部と左右一対のレッグ開口部２９，２９とが形成されるようになっている。
【００１９】
　以下、更に具体的に詳述する。
（吸収性本体１０の構造）
　先ず最初に、前記吸収性本体１０の構造の一例について、図３に基づいて詳述する。
【００２０】
　吸収性本体１０は、前述したように、不織布などからなる透液性トップシート１１と、
プラスチックシートなどからなる液不透過性の防漏シート１９との間に綿状パルプなどの
吸収体１２を介在させた構造とされ、最外層に不織布からなる裏面シート１４が配設され
たものである。なお、裏面シート１４は省略することも可能である。
【００２１】
　前記透液性トップシート１１としては、有孔または無孔の不織布や多孔性プラスチック
シートなどが好適に用いられる。不織布を構成する素材繊維は、ポリエチレンまたはポリ
プロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維の他、レーヨ
ンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができ、スパンレース法、スパン
ボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適宜の加工法に
よって得られた不織布を用いることができる。これらの加工法の内、スパンレース法は柔
軟性、スパンボンド法はドレープ性に富む点で優れ、サーマルボンド法及びエアスルー法
は嵩高でソフトである点で優れている。前記透液性トップシート１１は、吸収体１２の側
縁部を巻き込んで吸収体１２の裏面側まで延在している。
【００２２】
　また、前記トップシート１１は、１枚のシートからなるものであっても、２枚以上のシ
ートを貼り合せて得た積層シートからなるものであってもよい。
【００２３】
　前記吸収体１２の裏面側（非肌当接面側）を覆う防漏シート１９は、ポリエチレンまた
はポリプロピレンなどの不透液性プラスチックシートが用いられる。
【００２４】
　前記防漏シート１９は、いわゆる額巻きする形態で使用面に延在させる（図示せず）こ
とができる。実施の形態においては、横漏れについては、立体ギャザーＢＳを形成する二
重のギャザー不織布１３間に第２防漏シート１９ａを介在させることにより防止している
。この形態によれば、立体ギャザーＢＳの起立まで第２防漏シート１９ａが延在している
ので、トップシート１１を伝わって横に拡散した液や立体ギャザーＢＳ、ＢＳ間の軟便の
横漏れを防止できる利点もある。
【００２５】
　前記吸収体１２は、図１に示される例では、平面形状を略長方形状（または砂時計形状
等）として成形されたものが使用され、その幅寸法は股間部への当たりによって着用者に
ゴワ付き感を与えない寸法幅となっている。この吸収体１２は、形状保持と透液性表面シ
ート１１を透過した体液の拡散性向上等のために、クレープ紙１６（又は不織布、ポリラ
ミ不織布、小孔が開いたシート等）によって囲繞されている。なお、前記クレープ紙１６
は省略することもできる。さらに、図示形態では、吸収体１２の裏面側部位（下側の部分
）であってクレープ紙１６との間に保持シート１７が設けられているが、この保持シート
１７は省略することもできる。
【００２６】
　前記吸収体１２は、綿状パルプ等の短繊維を積繊したものの他、フィラメントの集合体
からなるもの等も使用できる。
【００２７】
　フィラメントの集合体は、トウ（繊維束）を開繊することにより得ることができる。ト
ウ構成繊維としては、例えば、多糖類又はその誘導体（セルロース、セルロースエステル
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、キチン、キトサンなど）、合成高分子（ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、
ポリエステル、ポリラクタアミド、ポリビニルアセテートなど）などを用いることができ
るが、特に、セルロースエステル及びセルロースが好ましい。
【００２８】
　セルロースとしては、綿、リンター、木材パルプなど植物体由来のセルロースやバクテ
リアセルロースなどが使用でき、レーヨンなどの再生セルロースであってもよく、再生セ
ルロースは紡糸された繊維であってもよい。
【００２９】
　好適に採用できるセルロースエステルとしては、例えば、セルロースアセテート、セル
ロースプチレート、セルロースプロピオネートなどの有機酸エステル；セルロースアセテ
ートプロピオネート、セルロースアセテートプチレート、セルロースアセテートフタレー
ト、硝酸酢酸セルロースなどの混酸エステル；及びポリカプロラクトングラフト化セルロ
ースエステルなどのセルロースエステル誘導体などを用いることができる。これらのセル
ロースエステルは単独で又は二種類以上混合して使用できる。
【００３０】
　セルロースエステルとしては、有機酸エステル（例えば、炭素数２～４程度の有機酸と
のエステル）、特にセルロースアセテートが好適である。セルロースアセテートの酢化度
は、４３～６２％程度である場合が多いが、特に３０～５０％程度であると生分解性にも
優れるため好ましい。特に好ましいセルロースエステルは、セルロースジアセテートであ
る。
【００３１】
　トウ構成繊維は、種々の添加剤、例えば、熱安定化剤、着色剤、油剤、歩留り向上剤、
白色度改善剤等を含有していても良い。
【００３２】
　トウ構成繊維の繊度は、例えば、１～１６デニール、好ましくは１～１０デニール、さ
らに好ましくは１～６デニールが望ましい。トウ構成繊維は、非捲縮繊維であってもよい
が、捲縮繊維であるのが好ましい。
【００３３】
　前記吸収体１２中には粒子状等の高吸収性ポリマーを含有させることもできるが、含有
させるとしても１０重量％以下にするのが好ましく、高吸収性ポリマーを全く含有させな
いのが好ましい。
【００３４】
　一方、立体ギャザーＢＳを形成するギャザー不織布１３は、図３に示されるように、折
返しによって二重シートとした不織布が用いられ、前記トップシート１１によって巻き込
まれた吸収体１２の側縁部をさらにその上側から巻き込んで吸収体１２の裏面側まで延在
して接着されている。より具体的には、前記ギャザー不織布１３は、使い捨て水着１Ａの
長手方向中間部では、立体ギャザーＢＳ形成部分を残し、幅方向中間部から吸収体１２の
裏面側に亘る範囲がホットメルト接着剤等によって接着され、また長手方向前後端部では
、前記幅方向中間部から一方側端縁までの区間が吸収体１２の裏面側に亘る範囲で接着さ
れるとともに、前記立体ギャザーＢＳを形成する部分を吸収体１２の上面部にて折り畳む
ようにしながらホットメルト接着剤等により接着されている。
【００３５】
　前記二重シート不織布によって形成されたギャザー不織布１３の内部には、起立先端側
部分に複数本の糸状弾性伸縮部材１５、１５…が配設されている。前記糸状弾性伸縮部材
１５、１５…は、製品状態において、弾性伸縮力により吸収体側縁部より突出する不織布
部分を起立させて立体ギャザーＢＳを形成するためのものである。
【００３６】
　前記糸状弾性伸縮部材１５としては、通常使用されるスチレン系ゴム、オレフィン系ゴ
ム、ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、ス
チレンブタジエン、シリコン、ポリエステル等の素材を用いることができる。また、外側
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から見え難くするため、太さは９２５dtex以下、テンションは150～350％、間隔は7.0mm
以下として配設するのがよい。なお、糸状弾性伸縮部材に代えて、ある程度の幅を有する
テープ状弾性伸縮部材を用いるようにしてもよい。
【００３７】
　前述のギャザー不織布１３を構成する素材繊維も前記透液性トップシート１１と同様に
、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系
等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができ
、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適宜の
加工方法に得られた不織布を用いることができるが、特にはムレを防止するために坪量を
抑えて通気性に優れた不織布を用いるのがよい。さらに前記ギャザー不織布１３について
は、尿などの透過を防止するとともに、カブレを防止しかつ肌への感触性（ドライ感）を
高めるために、シリコン系、パラフィン金属系、アルキルクロミッククロイド系撥水剤な
どをコーティングした撥水処理不織布を用いるのが望ましい。さらに、ギャザー不織布１
３の層間に疎水性の接着剤の膜を形成して防水性を向上するのも好ましい形態である。
【００３８】
　前記吸収体１２の裏面側には保持シート１７を設けることができる。保持シート１７は
、吸収体１２だけでは不足する剛性を補ったり、製品外面の手触りを改善したりするため
に設けられるものである。
【００３９】
　保持シート１７の素材としては、特に限定されないが、不織布、捲縮パルプ、低吸収性
のコットン繊維（例えば、未脱脂のコットン繊維、脱脂されたコットン繊維、レーヨン繊
維を撥水剤や疎水化剤で処理したものなど。）、ポリエチレン繊維、ポリエステル繊維、
アクリル繊維、ポリプロピレン繊維、絹、綿、麻、ナイロン、ポリウレタン、アセテート
繊維等を例示することができる。
【００４０】
　前記保持シート１７は、図３に示すように吸収体１２の下方にのみ設けても、また図示
しないが、吸収体１２の側面を通り吸収体１２の上面にまで巻き上げて延在させてもよい
。また、保持シート１７を複数枚重ねて使用することも可能である。
【００４１】
（外装シート２０の構造）
　前記外装シート２０は、図１に示されるように、上層不織布２０Ａ及び下層不織布２０
Ｂからなる２層構造の不織布シートとされ、後身頃Ｂ側においては、前記上層不織布２０
Ａと下層不織布２０Ｂとの間に、ウエスト部となる区間Ｓ１及び胴回り部となる区間Ｓ２
の上下方向に間隔をおいて水平方向に沿って弾性伸縮部材２２、２２…と、弾性伸縮部材
群２３、２３…とが配設され、水平方向に伸縮性が付与されている。また、前身頃Ｆ側に
おいても、上層不織布２０Ａと下層不織布２０Ｂとの間に、ウエスト部となる区間Ｓ１及
び胴回り部となる区間Ｓ２の上下方向に間隔をおいて水平方向に沿って弾性伸縮部材３２
，３２…と、弾性伸縮部材群３３、３３…とが配設され、水平方向に伸縮性が付与されて
いる。
【００４２】
　平面形状は、図１に示されるように、矩形を基本とし、使い捨て水着１Ａの脚部開口に
相当する部分に、凹状の脚回りカットライン２９が形成されている。
【００４３】
　前記上層不織布２０Ａと下層不織布２０Ｂの素材繊維は、ポリエチレンまたはポリプロ
ピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維の他、レーヨンや
キュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができ、スパンボンド法、ＳＭＳ法、
サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適宜の加工方法に得られた
不織布を用いることができる。また、不織布とフィルムをラミネートしたシートを使用す
ることもできる。これらの不織布の内、最も好ましいのは、強度特性、耐水特性、隠蔽特
性に優れたＳＭＳ不織布である。
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【００４４】
　前記弾性伸縮部材２２，３２…は、ウエスト開口縁近傍（区間Ｓ１）に上下方向に間隔
をおいて配設された複数条の糸ゴム状弾性伸縮部材であり、身体のウエスト部回りを締め
付けるように伸縮力を与えることにより使い捨て水着１Ａを身体に装着するためのもので
ある。この弾性伸縮部材２２…、３２…は、図示例では糸ゴムを用いたが、例えばネット
状伸縮材、伸縮ホットメルト、平ゴム又は伸縮フィルムなどの伸縮部材を用いてもよい。
【００４５】
　前記弾性伸縮部材群２３，３３…は、前記ウエスト部となる区間Ｓ１の下端から概ね胴
回り部となる区間Ｓ２に亘り、上下方向に間隔をおいて水平方向に沿って配設された糸ゴ
ム状の弾性伸縮部材であり、後身頃Ｂの胴回り部分に夫々水平方向の伸縮力を与える胴回
りシャーリングが形成され、使い捨て水着１Ａを身体に密着させるためのものである。な
お、前記ウエスト部の弾性伸縮部材２２…、３２…と胴回りの弾性伸縮部材群２３、３３
…との境界は必ずしも明確でなくてよい。例えば、上下方向に間隔をおいて水平方向に配
置された弾性伸縮部材の内、数は特定できなくても、上部側の何本かウエスト部の弾性伸
縮部材２２…、３２…として機能し、残りの弾性伸縮部材が胴回りの弾性伸縮部材群２３
…、３３…として機能していればよい。この胴回りの弾性伸縮部材群２３…、３３…も同
様に、糸ゴムの他、例えばネット状伸縮材、伸縮ホットメルト、平ゴム又は伸縮フィルム
などの伸縮部材を用いてもよい。
【００４６】
　前記吸収体１２の縮こまりを防止するため、前記胴回りの弾性伸縮部材群２３、３３…
は、吸収性本体１０が接合される重なり領域部分において連続しておらず、前記吸収性本
体１０を横切る弾性伸縮部材２３…、３３…を切断して不連続とし、前記胴回りの弾性伸
縮部材群２３…、３３…による伸縮性が付与されていない構造となっている。弾性伸縮部
材の不連続化は、例えば特開２０００－２６０１５号公報、特開２００２－２７３８０８
号公報に示されるように、各種弾性伸縮部材を上層不織布２０Ａと下層不織布２０Ｂとの
間に配置した後、エンボスカッターロールとアンビルロールとの間を通過させ、前記エン
ボスカッターロールによる加圧又は加熱により所定範囲内に存在する弾性伸縮部材を細か
く切断する方法によればよい。また、下半身部と上半身部の締め付けのバランスを取るた
め、上半身用使い捨て水着にも弾性伸縮部材の不連続部を設けてもよい。エンボスカット
によりシートの強度が低下する場合は、補強用のシートを設けてもよい。補強用のシート
は、後述する隠蔽用シートとして配置することもできる。
【００４７】
　また、前記外装シート２０は、前記ウエスト部となる区間Ｓ１と胴回り部となる区間Ｓ
２とで、それぞれに配設される弾性伸縮部材２２…、３２…と弾性伸縮部材群２３…、３
３…の張力（接着時の伸び）を調整することにより、シャーリングの強度を異なるように
することができる。このとき、ウエスト部となる区間Ｓ１の張力を強くし、胴回り部とな
る区間Ｓ２の張力を弱くするようにするのが望ましい。活発に動き回る赤ちゃんなどに対
しては、ウエスト部となる区間Ｓ１では強く締め付けることによって、使い捨て水着１Ａ
のズレが防止でき、また、吸収性本体１０との接着部を有する胴回り部となる区間Ｓ２に
おいては比較的弱く締め付けることによって、吸収体と装着者との追従性を高めて、漏れ
の防止や、ゴムの跡付きを防止することが可能となる。
【００４８】
　一方、前記胴回り部となる区間Ｓ２の長手方向に対して、種類や太さあるいは接着時の
伸長率の度合が異なる弾性伸縮部材を配設するようにしてもよい。
【００４９】
　なお、上記例では外装シート２０は、上層不織布２０Ａと下層不織布２０Ｂからなる２
層の不織布から構成しているが、これに限定されず、３層以上の不織布からなる層構造と
してもよい。また、不織布以外のプラスチックシート等からなる防漏シートや、後述する
隠蔽性シートを介在させてもよい。さらに、伸縮性フィルムを用いてもよく、この場合は
ウエスト部及び／又は胴回り部の弾性伸縮部材を省略することも可能である。
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【００５０】
（下半身用使い捨て水着１Ａの組立）
　前記吸収性本体１０と外装シート２０とは、外装シート２０の上面側に吸収性本体１０
がホットメルト接着剤によって接着され、一体化される。そして、吸収性本体１０及び外
装シート２０を中央の折畳み線Ｌで前後方向に折り畳み、その両側部の接合縁部２４，２
４において相互に熱融着またはホットメルト接着剤によって接合することによりパンツ型
使い捨て水着１Ａに組み立てられる。
【００５１】
《上半身用使い捨て水着１Ｂ》
　図４及び図５に示される上半身用使い捨て水着１Ｂは、所謂肩布部分を有するハーフト
ップ型水着であり、図４及び図５に示されるように、前記外装シート２０は、上層不織布
２０Ａ及び下層不織布２０Ｂからなる２層構造の不織布シートとされ、後身頃Ｂ側におい
ては、前記上層不織布２０Ａと下層不織布２０Ｂとの間に、胸部下側回り部（背側）とな
る区間Ｓ１に沿って多数の弾性伸縮部材２２、２２…が配置されるとともに、胸部及び胸
部上側回り部（背側）となる区間Ｓ２に沿って多数の弾性伸縮部材２３、２３…が配置さ
れてシャーリング部が形成され、前身頃Ｆ側においても、胸部下側回り部（腹側）となる
区間Ｓ１に沿って多数の弾性伸縮部材３２、３２…が配置されるとともに、胸部及び胸部
上側回り部（腹側）となる区間Ｓ２に沿って多数の弾性伸縮部材３３、３３…が配置され
て構成されている。
【００５２】
　平面形状は、図４に示されるように、矩形を基本とし、袖ぐりとして凹状のカットライ
ン２９、２９が形成されているとともに、中央に頭を通すための襟ぐり３０が形成されて
いる。
【００５３】
　組み立ては、図５に示されるように、前記外装シート２０の前身頃Ｆと後身頃Ｂとが中
央の折畳み線Ｌで前後方向に折り畳まれ、両側部の接合縁部２４、２４において熱融着ま
たはホットメルト接着剤によって接合することにより、襟ぐり３０と袖ぐり２９，２９（
カットライン２９）が形成された上半身用使い捨て水着１Ｂに組み立てられる。
【００５４】
　前記下半身用使い捨て水着１Ａとの対比では、前記下半身用使い捨て水着１Ａから吸収
性本体１０を無くし、外装シート２０の中央に頭を通すための襟ぐり３０を形成したもの
となり、外装シート２０自体は同一のものが使用されている。
【００５５】
　ここで、各種寸法（図５参照）は、ａ寸法は、２～１０cm、ｂ寸法は８～１５cm、ｃ寸
法は、７～１０cm、ｄ寸法は１１～２０cm、ｅ寸法は１８～３０cm、ｆ寸法は３５～４２
cmとするのが望ましい。
　また、少なくとも前身頃Ｆ中央部の外装シートには、印刷やデザインを施したり、外装
シートを構成する不織布の不透明度を上げて外装シートの不透明度を、全光線透過率が４
５％以下となるようにしたりして、隠蔽度を上げるようにするのが望ましい。この場合、
前身頃Ｆ中央部の外装シートに、印刷やデザインを施したりすることによって不透明度を
全光線透過率が４５％以下となる隠蔽用シートを設けることも可能である。
【００５６】
　なお、上記全光線透過率は、JIS K7105に準じ、日本電色工業株式会社製の濁度測定器
を使用して測定することができる。
【００５７】
　前記隠蔽用シートの素材は、ＳＭＳ不織布等の不織布や紙、透湿性フィルム等のフィル
ムを使用し、上層不織布３１Ａと下層不織布３１Ｂとの間に介在させるようにして設ける
ことが望ましい。この隠蔽用シートは、胸部回り方向の全長に渡って配置してもよいが、
間欠に配置するようにすれば、外装シート及び両側部の接合部が硬くならず、かつ通気性
の点で優れたものとなる。隠蔽用シートは、製品幅の1/2～4/5の区間に配置するのが望ま
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しい。前記隠蔽用シートが製品幅の1/2より短くなると、胸を隠すのに効果的でない。
【００５８】
　なお、下半身部と上半身部の締め付けのバランスを取るため、上半身用使い捨て水着に
も弾性伸縮部材の不連続部を設けてもよいが、エンボスカットによりシートの強度が低下
する場合に、補強用のシートとして、隠蔽用シートを配置することもできる。また、隠蔽
用シートを前身頃Ｆだけでなく股間部を通って後身頃Ｂまで延在させれば、襟ぐり３０周
辺の、所謂肩紐にあたる部分の外装シートの強度をも向上させることができる。
【００５９】
　また、前記隠蔽性シートを前身頃Ｆから後身頃Ｂまで延在させたうえで液不透過性のシ
ートとし、前記下半身用使い捨て水着１Ａの外装シートにも設ければ、吸収性本体裏面側
を覆う液不透過性シートを省略することができる。
【００６０】
　ところで、前記襟ぐり３０については、図６に示されるように、単に切り込み３０Ａを
設けることで形成してもよい。図６(A)は、切込み３０Ａの端部からの破れを防止するた
めに、切込み３０Ａの端部に円形孔２５を形成した例であり、図６(B)は切込み３０Ａの
端部にＵ字切込み処理を施した例である。
《第１形態例に係る使い捨て水着１の製造方法》
　次に、前述した下半身用使い捨て水着１Ａと前記上半身用使い捨て水着１Ｂとを交互か
つ連続的に製造する方法について図７及び図８に基づいて詳述する。
【００６１】
（第１工程）
　図７(A)に示されるように、製造ラインに沿って、連続する第１の不織布シート（下層
不織布２０Ｂ）を繰出し、一方側長手側縁２０ａから内側に所定の範囲に亘ってライン方
向に沿って複数の弾性伸縮部材（弾性伸縮部材２２…、弾性伸縮部材群２３…）を配設す
るとともに、他方側側縁２０ｂから内側に所定の範囲に亘ってライン方向に沿って複数の
弾性伸縮部材（弾性伸縮部材３２…、弾性伸縮部材群３３…）を配設した後、これら弾性
伸縮部材を間に挟んで第２不織布シート（上層不織布２０Ａ）を前記第１の不織布シート
（下層不織布２０Ｂ）の上面に積層した外装シート２０を走行させる。
【００６２】
（第２工程）
　図７(B)に示されるように、前記外装シート２０の幅方向中間にライン方向に沿って適
宜の間隔で、具体的には各製品の境界部位置に、一方側がハーフトップ型上半身用使い捨
て水着の袖ぐり２９となり、他方側がパンツ型下半身用使い捨て水着のレッグ開口２９と
なる開口部４０を形成する。
【００６３】
　また、後の工程で吸収性本体１０が配設される領域を横断する胴回りの弾性伸縮部材群
２３…、３３…をエンボスカッターロールとアンビルロールとの間を通過させ、前記エン
ボスカッターロールによる加圧又は加熱により切断する。なお、胴回りの弾性伸縮部材群
２３…、３３…を切断しない場合は、この切断工程は省略される。
【００６４】
（第３工程）
　図８(A)に示されるように、前記各開口部４０の中間となる外装シート２０部分（製品
中央位置）に対して、襟ぐり３０となる開口（又は切込み）を形成する襟ぐり形成と、前
記吸収性本体１０の配置とを交互に行う。
【００６５】
（第４工程）
　図８(B)に示されるように、前記外装シート２０の幅方向中央（折り畳みラインＬ）で
ライン方向に沿って２つ折りにするとともに、前記開口部４０のライン方向中央位置で外
装シート２０の折り畳み部分をライン幅方向に所定幅で接合（接合部４１）する。
【００６６】
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（第５工程）
　前記接合部４１の中央で外装シート２０をライン幅方向に切断し、ハーフトップ型上半
身用使い捨て水着１Ｂと、パンツ型下半身用使い捨て水着１Ａとを交互に得る。そして、
そのままの配列でハーフトップ型上半身用使い捨て水着１Ｂと、パンツ型下半身用使い捨
て水着１Ａとを一組とし、これを一組または複数組封入して包装体を得る。なお、切断後
、ハーフトップ型上半身用使い捨て水着１Ｂと、パンツ型下半身用使い捨て水着１Ａとを
別々の組に分けて、個別に包装してもよい。
【００６７】
〔第２形態例〕
　次いで、本発明の第２形態例に係る使い捨て水着２について詳述する。図９は第２形態
例に係る製造方法によって得られる下半身用使い捨て水着２Ａの展開図、図１０はその製
品状態を示す正面図、図１１は上半身用使い捨て水着２Ｂの正面図である。
【００６８】
《下半身用使い捨て水着２Ａ》
　本第２形態例に係る下半身用使い捨て水着２Ａは、第１形態例に係る下半身用使い捨て
水着１Ａと対比すると、外装シート２０を前身頃用と後身頃用とで２分割構造としたもの
である。この場合に得られる上半身用使い捨て水着２Ｂは、肩布部分を有しないチューブ
トップ型となる。
【００６９】
　以下、具体的に詳述する。なお、吸収性本体１０については、上記第１形態例と同様で
あるので説明は省略する。
【００７０】
　前記下半身用使い捨て水着２Ａの後身頃用外装シート３は、上層不織布２１Ａ及び下層
不織布２１Ｂからなる２層構造の不織布シートとされ、前記上層不織布２１Ａと下層不織
布２１Ｂとの間の水平方向に、弾性伸縮部材２２，２２…及び弾性伸縮部材群２３，２３
…が配設され、水平方向に伸縮性が付与されている。かかる後身頃用外装シート３は、前
記吸収性本体１０の後身頃Ｂ側に接着され、後述する前身頃用外装シート４と接合縁部２
４によって結合されて胴回りを固定する。
【００７１】
　前記弾性伸縮部材２２，２２…は、ウエスト開口縁近傍（ウエスト部となるＳ１）に上
下方向に間隔をおいて配設された複数条の糸ゴム状弾性伸縮部材であり、身体のウエスト
部回りを締め付けるように伸縮力を与えることにより使い捨て水着２Ａを身体に装着する
ためのものである。この弾性伸縮部材２２は、図示例では糸ゴムを用いたが、例えばネッ
ト状伸縮材、伸縮ホットメルト、平ゴム又は伸縮フィルムなどの伸縮部材を用いてもよい
。
【００７２】
　前記弾性伸縮部材群２３，２３…は、前記ウエスト部となる区間Ｓ１の下端から概ね後
身頃用外装シート３下端までの範囲（区間Ｓ２）に亘り、上下方向に間隔をおいて水平方
向に沿って配設された糸ゴム状の弾性伸縮部材であり、後身頃Ｂの胴回り部分に夫々水平
方向の伸縮力を与える胴回りシャーリングが形成され、使い捨て水着２Ａを身体に密着さ
せるためのものである。なお、前記弾性伸縮部材２２、２２…と弾性伸縮部材群２３、２
３…との境界は必ずしも明確でなくてよい。例えば、上下方向に間隔をおいて水平方向に
配置された弾性伸縮部材の内、数は特定できなくても、上部側の何本かウエスト部に伸縮
力を与える弾性伸縮部材２２、２２…として機能し、残りの弾性伸縮部材が胴回りに伸縮
力を与える弾性伸縮部材群２３、２３…として機能していればよい。この弾性伸縮部材群
２３も同様に、糸ゴムの他、例えばネット状伸縮材、伸縮ホットメルト、平ゴム又は伸縮
フィルムなどの伸縮部材を用いてもよい。
【００７３】
　前記吸収体１２の縮こまりを防止するため、前記胴回りの弾性伸縮部材群２３、２３…
は、吸収性本体１０が接合される重なり領域部分において連続しておらず、前記吸収性本
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体１０を横切る弾性伸縮部材２３…を切断して不連続とし、前記胴回りの弾性伸縮部材群
２３、２３…による伸縮性が付与されていない構造となっている。
【００７４】
　一方、前身頃用外装シート４は、前記後身頃用外装シート３とほぼ同様の構造であり、
同図９に示されるように、上層不織布３１Ａと下層不織布３１Ｂからなる２層構造の不織
布シートとされ、前記上層不織布３１Ａと下層不織布３１Ｂとの間に、ウエスト部となる
区間Ｓ１及び胴回り部となる区間Ｓ２の幅方向に沿って複数の弾性伸縮部材３２…、３３
…が配設されている。具体的には、ウエスト部となる区間Ｓ１に弾性伸縮部材３２，３２
…が配設され、前記ウエスト部となる区間Ｓ１の下端から概ね後身頃用外装シート３下端
までの範囲（区間Ｓ２）に亘り、弾性伸縮部材群３３，３３…が配設され、これら弾性伸
縮部材がホットメルト接着剤により接着されて伸縮性が付与されている。
【００７５】
　前身頃用外装シート４においても、吸収体１２の縮こまりを防止するため、前記胴回り
の弾性伸縮部材群３３、３３…は、吸収性本体１０が接合される重なり領域部分において
連続しておらず、前記吸収性本体１０を横切る弾性伸縮部材３３…を切断して不連続とさ
れる。かかる前身頃用外装シート４は、前記吸収性本体１０の前後身頃Ｆ側に接着される
。
【００７６】
　組立は、図１０に示されるように、後身頃用外装シート３と前身頃用外装シート４とを
重ね合わせるように、中央の折畳み線Ｌで前後方向に折り畳み、その両側部の接合縁部２
４，２４において相互に熱融着またはホットメルト接着剤によって接合することによりパ
ンツ型使い捨て水着２Ａに組み立てられる。
【００７７】
《上半身用使い捨て水着２Ｂ》
　上半身用使い捨て水着２Ｂは、図１１に示されるように、前記後身頃用外装シート３と
前身頃用外装シート４とを重ね合わせ、その両側部の接合縁部２４，２４において相互に
熱融着またはホットメルト接着剤によって接合することにより製造されるもので、胸部回
り弾性伸縮部材群２３…、３３…は、切断されることなく、水平方向に連続している。
【００７８】
　第２実施例においても第１実施例と同様に、上半身用使い捨て水着２Ｂにおいては、前
身頃用外装シート４に隠蔽用シートを設け、隠蔽性を向上させることが望ましい。隠蔽用
シートの素材は、ＳＭＳ不織布、透湿性フィルムを使用し、上層不織布３１Ａと下層不織
布３１Ｂとの間に介在させるようにして配設することが望ましい。この隠蔽用シートは、
胴回り方向の全長に渡って配置してもよいが、間欠に配置するようにすれば、前身頃用外
装シート４が硬くならず、かつ通気性の点で優れたものとなる。前記隠蔽用シートは、製
品幅の1/2～4/5の区間に配置するのが望ましい。
【００７９】
　なお、下半身部と上半身部の締め付けのバランスを取るため、上半身用使い捨て水着に
も弾性伸縮部材の不連続部を設けてもよいが、エンボスカットによりシートの強度が低下
する場合に、補強用のシートとして、隠蔽用シートを配置することもできる。
【００８０】
《第２形態例に係る使い捨て水着２の製造方法》
　前述した下半身用使い捨て水着２Ａと前記上半身用使い捨て水着２Ｂとを交互かつ連続
的に製造する方法について図１２及び図１３に基づいて詳述する。
【００８１】
（第１工程）
　図１２(A)に示されるように、製造ラインに沿って、２枚の不織布２１Ａ、２１Ｂの間
にライン方向に沿って複数の弾性伸縮部材（弾性伸縮部材２２…、弾性伸縮部材群２３…
）が介在された後身頃用外装シート３と、２枚の不織布３１Ａ、３１Ｂの間にライン方向
に沿って複数の弾性伸縮部材（弾性伸縮部材３２…、弾性伸縮部材群３３…）が介在され
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た前身頃用外装シート４とを所定の離間を空けてライン方向に併走させる。この際、前記
前身頃用外装シート４において、不織布３１Ａ、３１Ｂを貼り合わせる際、前記隠蔽用シ
ートを介在させることもできる。
【００８２】
　また、図１２(B)に示されるように、後の工程で吸収性本体１０が配設される領域を横
断する弾性伸縮部材群２３…、３３…をエンボスカッターロールとアンビルロールとの間
を通過させ、前記エンボスカッターロールによる加圧又は加熱により切断する。なお、弾
性伸縮部材群２３…、３３…を切断しない場合は、この切断工程は省略される。
【００８３】
（第２工程）
　図１３(A)に示されるように、製品幅を１間隔とし１間隔飛ばしで、液透過性トップシ
ート１１と液不透過性防漏シート１９とこれらの間に介在された吸収体１２とからなる吸
収性本体１０を前記後身頃用外装シート３と前身頃用外装シート４との間に横架させるよ
うに配置する。
【００８４】
（第３工程）
　図１３(B)に示されるように、前記後身頃用外装シート３と前身頃用外装シート４とを
重ね合わせるように中央（折り畳みラインＬ）でライン方向に沿って２つ折りにするとと
もに、前記後身頃用外装シート３と前身頃用外装シート４とを製品境界を跨いでライン幅
方向に所定幅で接合（接合部４１）する。
【００８５】
（第４工程）
　前記接合部４１の中央で前記後身頃用外装シート３と前身頃用外装シート４とをライン
幅方向に切断し、チューブトップ型上半身用使い捨て水着２Ｂと、パンツ型下半身用使い
捨て水着２Ａとを交互に得る。そして、そのままの配列でチューブトップ型上半身用使い
捨て水着２Ｂと、パンツ型下半身用使い捨て水着２Ａとを一組とし、これを一組または複
数組封入して包装体を得る。なお、切断後、ハーフトップ型上半身用使い捨て水着１Ｂと
、パンツ型下半身用使い捨て水着１Ａとを別々の組に分けて、個別に包装してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】図１は下半身用使い捨て水着１Ａの展開図である。
【図２】その製品状態を示す正面図である。
【図３】吸収性本体１０の断面図である。
【図４】上半身用使い捨て水着１Ｂの展開図である。
【図５】その製品状態を示す正面図である。
【図６】(A)、(B)は共に、襟ぐり３０の変形例を示す上半身用使い捨て水着１Ｂの正面図
である。
【図７】第１形態例に係る使い捨て水着１の製造手順図を示す、(A)は第１工程図、(B)は
第２工程図である。
【図８】使い捨て水着１の製造手順図を示す、(A)は第３工程図、(B)は第４工程図である
。
【図９】第２形態例に係る製造方法によって得られる下半身用使い捨て水着２Ａの展開図
である。
【図１０】その製品状態を示す正面図である。
【図１１】上半身用使い捨て水着２Ｂの正面図である。
【図１２】第２形態例に係る使い捨て水着２の製造手順図を示す、(A)は第１工程図、(B)
はその切断工程図である。
【図１３】使い捨て水着２の製造手順図を示す、(A)は第２工程図、(B)は第３工程図であ
る。
【符号の説明】
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【００８７】
　１・２…使い捨て水着、１Ａ・２Ａ…下半身用使い捨て水着、１Ｂ・２Ｂ…上半身用使
い捨て水着、３…後身頃用外装シート、４…前身頃用外装シート、１０…吸収性本体、１
１…トップシート、１２…吸収体、１９…防漏シート、２０…外装シート、２０Ａ・２１
Ａ・３１Ａ…上層不織布、２０Ｂ・２１Ｂ・３１Ｂ…下層不織布、２２・３２・２３・３
３…弾性伸縮部材、２４…接合縁部、２９…袖ぐり（カットライン）、３０…襟ぐり、４
０…開口部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】
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